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【公開日】平成19年6月14日(2007.6.14)
【年通号数】公開・登録公報2007-022
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   Ｆ２５Ｂ   1/00    ３４１Ｚ
   Ｆ２５Ｂ   1/00    ３０４Ａ
   Ｆ２５Ｂ   1/00    ３６１Ａ
   Ｆ２５Ｂ   1/00    ３９６Ｄ
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【手続補正書】
【提出日】平成20年9月5日(2008.9.5)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
少なくとも圧縮機構、熱源側熱交換器、動力回収を行う膨張機構、利用側熱交換器を備え
た冷凍サイクル装置において、少なくとも前記圧縮機構の吐出温度から決定する第１目標
膨張機構回転数となるように、前記膨張機構の回転数を制御することを特徴とする冷凍サ
イクル装置の制御方法。
【請求項２】
前記圧縮機構の吐出温度が、予め定められた目標吐出温度より高い場合には、前記膨張機
構の回転数を増加させ、前記目標吐出温度より低い場合には、前記膨張機構の回転数を低
下させることを特徴とする請求項１に記載の冷凍サイクル装置の制御方法。
【請求項３】
少なくとも圧縮機構、熱源側熱交換器、動力回収を行う膨張機構、利用側熱交換器を備え
た冷凍サイクル装置において、前記圧縮機構の吐出温度が、予め定められた目標吐出温度
より高い場合であって、前記膨張機構の回転数が予め定められた膨張機構の回転数の使用
範囲の上限値を超える場合には、前記圧縮機構の回転数を低下させることを特徴とする冷
凍サイクル装置の制御方法。
【請求項４】
少なくとも圧縮機構、熱源側熱交換器、動力回収を行う膨張機構、利用側熱交換器を備え
た冷凍サイクル装置において、前記圧縮機構の吐出温度が、予め定められた目標吐出温度
より低い場合であって、前記膨張機構の回転数が予め定められた膨張機構の回転数の使用
範囲の下限値を超える場合には、前記圧縮機構の回転数を増加させることを特徴とする冷
凍サイクル装置の制御方法。
【請求項５】
少なくとも圧縮機構、熱源側熱交換器、動力回収を行う膨張機構、利用側熱交換器を備え
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た冷凍サイクル装置において、前記圧縮機構の回転数を変更すると同時、あるいは、変更
する前に、前記膨張機構の回転数を変更することを特徴とする冷凍サイクル装置の制御方
法。
【請求項６】
少なくとも圧縮機構、熱源側熱交換器、動力回収を行う膨張機構、利用側熱交換器を備え
た冷凍サイクル装置の起動時の制御方法であって、前記熱源側熱交換器に流入する熱源側
流体温度と前記利用側熱交換器に流入する利用側流体温度の少なくとも一方の温度から決
定する第２目標膨張機構回転数に、前記膨張機構の回転数を所定時間、維持することを特
徴とする冷凍サイクル装置の制御方法。
【請求項７】
少なくとも圧縮機構、熱源側熱交換器、動力回収を行う膨張機構、利用側熱交換器を備え
た冷凍サイクル装置において、前記熱源側熱交換器に流入する熱源側流体温度と前記利用
側熱交換器に流入する利用側流体温度の少なくとも一方の温度から決定する第２目標膨張
機構回転数に、前記膨張機構の回転数を所定時間、維持し、さらに所定時間経過後、少な
くとも前記圧縮機構の吐出温度から決定する第１目標膨張機構回転数となるように、前記
膨張機構の回転数を制御することを特徴とする冷凍サイクル装置の制御方法。
【請求項８】
少なくとも圧縮機構、熱源側熱交換器、動力回収を行う膨張機構、利用側熱交換器を備え
た冷凍サイクル装置において、前記熱源側熱交換器に流入する熱源側流体温度と前記利用
側熱交換器に流入する利用側流体温度の少なくとも一方の温度から決定する第２目標膨張
機構回転数に、前記膨張機構の回転数を所定時間、維持し、さらに所定時間経過後、前記
熱源側熱交換器に流入する熱源側流体温度と前記利用側熱交換器に流入する利用側流体温
度の少なくとも一方の温度から決定する第３目標膨張機構回転数に、前記膨張機構の回転
数を制御し、さらに所定経過後、少なくとも前記圧縮機構の吐出温度から決定する第１目
標膨張機構回転数となるように、前記膨張機構の回転数を制御することを特徴とする冷凍
サイクル装置の制御方法。
【請求項９】
前記圧縮機構の吐出温度が予め定められた目標吐出温度に近づけば、前記所定時間を終了
したと判定することを特徴とする請求項６～８のいずれか１項に記載の冷凍サイクル装置
の制御方法。
【請求項１０】
前記利用側熱交換器から流出する利用側流体温度が予め定められた目標温度に近づけば、
前記所定時間を終了したと判定することを特徴とする請求項６～８のいずれか１項に記載
の冷凍サイクル装置の制御方法。
【請求項１１】
前記圧縮機構の吐出温度が予め定められた前記利用側熱交換器から流出する利用側流体温
度の目標温度よりある一定温度差以上高くなれば、前記所定時間を終了したと判定するこ
とを特徴とする請求項６～８のいずれか１項に記載の冷凍サイクル装置の制御方法。
【請求項１２】
請求項１～１１のいずれか１項に記載の制御方法を用いることを特徴とする冷凍サイクル
装置。
【請求項１３】
冷媒が二酸化炭素であることを特徴とする請求項１２に記載の冷凍サイクル装置。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【発明の詳細な説明】
【発明の名称】冷凍サイクル装置の制御方法およびそれを用いた冷凍サイクル装置
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【技術分野】
【０００１】
　本発明は、動力を回収する膨張機構を備えた冷凍サイクル装置の制御方法およびそれを
用いた冷凍サイクル装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　減圧器の代わりに膨張機構を設けて、膨張時の圧力エネルギーを動力として回収し、Ｃ
ＯＰを向上させる冷凍サイクル装置が提案されている（例えば特許文献１参照）。
【特許文献１】特開昭５６－１１２８９６号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　上記、従来技術では、熱源側熱交換器に流入する熱源側流体の温度や利用側熱交換器に
流入する利用側流体の温度が高い場合には、圧縮機構の吐出温度や高圧側圧力が上昇しや
すく、機器を保護するために圧縮機構の運転を停止することが頻繁に起こるといった課題
が生じていた。
【０００４】
　そこで、本発明は、上記課題を解決するため、膨張機構を備えた冷凍サイクル装置にお
いて、適切に膨張機構の回転数を制御し、冷凍サイクル装置を安定して運転させることを
目的とし、特に、冷凍サイクル装置の起動時の安定性を向上させることを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　前記従来の課題を解決するために、本発明の冷凍サイクル装置の制御方法は、動力回収
を行う膨張機構を備えた冷凍サイクル装置において、圧縮機構の吐出温度から決定する第
１目標膨張機構回転数となるように、膨張機構の回転数を制御するものである。これによ
ると、吐出温度が目標吐出温度から大きく外れることがないため、冷凍サイクル装置を保
護するために圧縮機構などの運転を停止する必要が無くなり、安定的に冷凍サイクル装置
を運転することができる。
【０００６】
　また、本発明の冷凍サイクル装置の制御方法は、動力回収を行う膨張機構を備えた冷凍
サイクル装置において、圧縮機構の吐出温度が、予め定められた目標吐出温度より高い場
合には、膨張機構の回転数を増加させ、目標吐出温度より低い場合には、膨張機構の回転
数を低下させるものである。これによると、吐出温度が目標吐出温度を越える場合には、
膨張機構の回転数を増加させ、吐出温度を下げるようにし、吐出温度が目標吐出温度を下
回る場合には、膨張機構の回転数を低下させ、吐出温度を上げるようにするので、吐出温
度が目標吐出温度から大きく外れることがないため、冷凍サイクル装置を保護するために
圧縮機構などの運転を停止する必要が無くなり、安定的に冷凍サイクル装置を運転するこ
とができる。
【０００７】
　また、本発明の冷凍サイクル装置の制御方法は、動力回収を行う膨張機構を備えた冷凍
サイクル装置において、膨張機構の回転数が予め定められた膨張機構の回転数の使用範囲
の上限値を超える場合には、圧縮機構の回転数を低下させるものである。これによると、
吐出温度が目標吐出温度より高い場合で、膨張機構の回転数が使用上限回転数より大きい
場合であっても、圧縮機構の回転数を減少させ、吐出温度を下げるようにするので、膨張
機構などを保護するために圧縮機構などの運転を停止する必要が無くなり、安定的に冷凍
サイクル装置を運転することができる。
【０００８】
　また、本発明の冷凍サイクル装置の制御方法は、動力回収を行う膨張機構を備えた冷凍
サイクル装置において、膨張機構の回転数が予め定められた膨張機構の回転数の使用範囲
の下限値を超える場合には、圧縮機構の回転数を増加させるものである。これによると吐
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出温度が目標吐出温度より低い場合で、膨張機構の回転数が使用下限回転数より小さい場
合であっても、圧縮機構の回転数を増加させ、吐出温度を上げるようにするので、膨張機
構などを保護するために圧縮機構などの運転を停止する必要が無くなり、安定的に冷凍サ
イクル装置を運転することができる。
【０００９】
　また、本発明の冷凍サイクル装置の制御方法は、動力回収を行う膨張機構を備えた冷凍
サイクル装置において、圧縮機構の回転数を変更すると同時、あるいは、変更する前に、
膨張機構の回転数を変更するものである。これによると、圧縮機構の回転数が変化する際
の急激な高圧側圧力の変化を防止でき、安定した冷凍サイクル装置の起動が実現できる。
【００１０】
　また、本発明の冷凍サイクル装置の制御方法は、動力回収を行う膨張機構を備えた冷凍
サイクル装置において、熱源側熱交換器に流入する熱源側流体温度と利用側熱交換器に流
入する利用側流体温度の少なくとも一方の温度から決定する第２目標膨張機構回転数に、
膨張機構の回転数を所定時間、維持するものである。これによると、第２目標膨張機構回
転数は外気温度、入水温度に応じて、高圧側圧力が上昇しやすい状態ほど、回転数が大き
くなるように設定されているので、急激な高圧側圧力の上昇を防止でき、安定した冷凍サ
イクル装置の起動が実現できる。
【００１１】
　また、本発明の冷凍サイクル装置の制御方法は、動力回収を行う膨張機構を備えた冷凍
サイクル装置において、熱源側熱交換器に流入する熱源側流体温度と利用側熱交換器に流
入する利用側流体温度の少なくとも一方の温度から決定する第２目標膨張機構回転数に、
膨張機構の回転数を所定時間、維持し、さらに所定時間経過後、少なくとも圧縮機構の吐
出温度から決定する第１目標膨張機構回転数となるように、膨張機構の回転数を制御する
ものである。これによると、第２目標膨張機構回転数は外気温度、入水温度に応じて、高
圧側圧力が上昇しやすい状態ほど、回転数が大きくなるように設定されているので、膨張
機構の回転数が第１目標膨張機構回転数へと増加する際に、急激な高圧側圧力の上昇を防
止でき、安定した冷凍サイクル装置の起動が実現できる。
【００１２】
　また、本発明の冷凍サイクル装置の制御方法は、動力回収を行う膨張機構を備えた冷凍
サイクル装置において、熱源側熱交換器に流入する熱源側流体温度と利用側熱交換器に流
入する利用側流体温度の少なくとも一方の温度から決定する第２目標膨張機構回転数に、
膨張機構の回転数を所定時間、維持し、さらに所定時間経過後、熱源側熱交換器に流入す
る熱源側流体温度と利用側熱交換器に流入する利用側流体温度の少なくとも一方の温度か
ら決定する第３目標膨張機構回転数に、膨張機構の回転数を制御し、さらに所定経過後、
少なくとも圧縮機構の吐出温度から決定する第１目標膨張機構回転数となるように、膨張
機構の回転数を制御するものである。これによると、膨張機構の回転数が、第２目標膨張
機構回転数から第１目標膨張機構回転数へと増加する際の急激な高圧側圧力の変化を防止
でき、起動時間を短縮しつつ安定した冷凍サイクル装置の起動が実現できる。
【００１３】
　また、本発明の冷凍サイクル装置の制御方法は、動力回収を行う膨張機構を備えた冷凍
サイクル装置において、圧縮機構の吐出温度が予め定められた目標吐出温度に近づけば、
所定時間を終了したと判定するものである。これによると、不必要に低い目標膨張機構回
転数で運転を行う時間を短縮でき、さらに起動時間を短縮しつつ安定した冷凍サイクル装
置の起動が実現できる。
【００１４】
　また、本発明の冷凍サイクル装置の制御方法は、動力回収を行う膨張機構を備えた冷凍
サイクル装置において、利用側熱交換器に流入する利用側流体温度が予め定められた目標
温度に近づけば、所定時間を終了したと判定するものである。これによると、不必要に低
い目標膨張機構回転数で運転を行う時間を短縮でき、さらに起動時間を短縮しつつ安定し
た冷凍サイクル装置の起動が実現できる。
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【００１５】
　また、本発明の冷凍サイクル装置の制御方法は、動力回収を行う膨張機構を備えた冷凍
サイクル装置において、圧縮機構の吐出温度が予め定められた前記利用側熱交換器に流入
する利用側流体温度の目標温度よりある一定温度差以上高くなれば、所定時間を終了した
と判定するものである。これによると、不必要に低い目標膨張機構回転数で運転を行う時
間を短縮でき、さらに起動時間を短縮しつつ安定した冷凍サイクル装置の起動が実現でき
る。
【００１６】
　また、本発明の冷凍サイクル装置は、上記制御方法を行う冷凍サイクル装置である。こ
れによると、安定した起動、および、運転をおこなうことが可能な冷凍サイクル装置が実
現できる。
【００１７】
　また、本発明の冷凍サイクル装置は、冷媒が二酸化炭素である。この場合には高圧側圧
力が上昇しやすく、安定した冷凍サイクル装置の運転が実現できる効果が、特に大きい。
【発明の効果】
【００１８】
　本発明の冷凍サイクル装置の制御方法およびそれを用いた冷凍サイクル装置は、膨張機
構を備えた冷凍サイクル装置において、適切に膨張機構の回転数を制御し、冷凍サイクル
装置を安定して運転させることが可能であり、特に、冷凍サイクル装置の起動時の安定性
を向上させることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１９】
　第１の発明は、圧縮機構、熱源側熱交換器、動力回収を行う膨張機構、利用側熱交換器
を備えた冷凍サイクル装置において、圧縮機構の吐出温度から決定する第１目標膨張機構
回転数となるように、膨張機構の回転数を制御することにより、吐出温度が目標吐出温度
から大きく外れることがないため、冷凍サイクル装置を保護するために圧縮機構などの運
転を停止する必要が無くなり、安定的に冷凍サイクル装置を運転することができる。
【００２０】
　第２の発明は、第１の発明において、特に、圧縮機構の吐出温度が、予め定められた目
標吐出温度より高い場合には、膨張機構の回転数を増加させ、目標吐出温度より低い場合
には、膨張機構の回転数を低下させることにより、吐出温度が目標吐出温度を高い場合に
は、膨張機構の回転数を増加させ、吐出温度を下げるようにし、吐出温度が目標吐出温度
を低い場合には、膨張機構の回転数を低下させ、吐出温度を上げるようにするので、吐出
温度が目標吐出温度から大きく外れることがないため、冷凍サイクル装置を保護するため
に圧縮機構などの運転を停止する必要が無くなり、安定的に冷凍サイクル装置を運転する
ことができる。
【００２１】
　第３の発明は、圧縮機構、熱源側熱交換器、動力回収を行う膨張機構、利用側熱交換器
を備えた冷凍サイクル装置において、吐出温度が目標吐出温度より高い場合であって、膨
張機構の回転数が予め定められた膨張機構の回転数の使用範囲の上限値を超える場合には
、圧縮機構の回転数を低下させることにより、膨張機構の回転数が使用上限回転数より大
きい場合であっても、吐出温度を下げることができるので、膨張機構などを保護するため
に圧縮機構などの運転を停止する必要が無くなり、安定的に冷凍サイクル装置を運転する
ことができる。
【００２２】
　第４の発明は、圧縮機構、熱源側熱交換器、動力回収を行う膨張機構、利用側熱交換器
を備えた冷凍サイクル装置において、吐出温度が目標吐出温度より低い場合であって、膨
張機構の回転数が予め定められた膨張機構の回転数の使用範囲の下限値を超える場合には
、圧縮機構の回転数を増加させることにより、膨張機構の回転数が使用下限回転数より小
さい場合であっても、吐出温度を上げることができるので、膨張機構などを保護するため
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に圧縮機構などの運転を停止する必要が無くなり、安定的に冷凍サイクル装置を運転する
ことができる。
【００２３】
　第５の発明は、圧縮機構、熱源側熱交換器、動力回収を行う膨張機構、利用側熱交換器
を備えた冷凍サイクル装置において、圧縮機構の回転数を変更すると同時、あるいは、変
更する前に、膨張機構の回転数を変更することにより、圧縮機構の回転数が変化する際の
急激な高圧側圧力の変化を防止でき、安定した冷凍サイクル装置の起動が実現できる。
【００２４】
　第６の発明は、圧縮機構、熱源側熱交換器、動力回収を行う膨張機構、利用側熱交換器
を備えた冷凍サイクル装置の起動時の制御方法であって、熱源側熱交換器に流入する熱源
側流体温度と利用側熱交換器に流入する利用側流体温度の少なくとも一方の温度から決定
する第２目標膨張機構回転数に、膨張機構の回転数を所定時間、維持するものである。第
２目標膨張機構回転数は外気温度、入水温度に応じて、高圧側圧力が上昇しやすい状態ほ
ど、回転数が大きくなるように設定されているので、急激な高圧側圧力の上昇を防止でき
、安定した冷凍サイクル装置の起動が実現できる。
【００２５】
　第７の発明は、圧縮機構、熱源側熱交換器、動力回収を行う膨張機構、利用側熱交換器
を備えた冷凍サイクル装置において、熱源側熱交換器に流入する熱源側流体温度と利用側
熱交換器に流入する利用側流体温度の少なくとも一方の温度から決定する第２目標膨張機
構回転数に、膨張機構の回転数を所定時間、維持し、さらに所定時間経過後、少なくとも
圧縮機構の吐出温度から決定する第１目標膨張機構回転数となるように、膨張機構の回転
数を制御するものである。第２目標膨張機構回転数は外気温度、入水温度に応じて、高圧
側圧力が上昇しやすい状態ほど、回転数が大きくなるように設定されているので、膨張機
構の回転数が第１目標膨張機構回転数へと増加する際に、急激な高圧側圧力の上昇を防止
でき、安定した冷凍サイクル装置の起動が実現できる。
【００２６】
　第８の発明は、圧縮機構、熱源側熱交換器、動力回収を行う膨張機構、利用側熱交換器
を備えた冷凍サイクル装置において、熱源側熱交換器に流入する熱源側流体温度と利用側
熱交換器に流入する利用側流体温度の少なくとも一方の温度から決定する第２目標膨張機
構回転数に、膨張機構の回転数を所定時間、維持し、さらに所定時間経過後、熱源側熱交
換器に流入する熱源側流体温度と利用側熱交換器に流入する利用側流体温度の少なくとも
一方の温度から決定する第３目標膨張機構回転数に、膨張機構の回転数を制御し、さらに
所定経過後、少なくとも圧縮機構の吐出温度から決定する第１目標膨張機構回転数となる
ように、膨張機構の回転数を制御するものであり、膨張機構の回転数が、第２目標膨張機
構回転数から第１目標膨張機構回転数へと増加する際の急激な高圧側圧力の変化を防止で
き、起動時間を短縮しつつ安定した冷凍サイクル装置の起動が実現できる。
【００２７】
　第９の発明は、第６～８のいずれかの発明において、特に、圧縮機構の吐出温度が予め
定められた目標吐出温度に近づけば、所定時間を終了したと判定するものであり、不必要
に低い目標膨張機構回転数で運転を行う時間を短縮でき、さらに起動時間を短縮しつつ安
定した冷凍サイクル装置の起動が実現できる。
【００２８】
　第１０の発明は、第６～８のいずれかの発明において、特に、利用側熱交換器から流出
する利用側流体温度が予め定められた目標温度に近づけば、所定時間を終了したと判定す
るものであり、不必要に低い目標膨張機構回転数で運転を行う時間を短縮でき、さらに起
動時間を短縮しつつ安定した冷凍サイクル装置の起動が実現できる。
【００２９】
　第１１の発明は、第６～８のいずれかの発明において、特に、圧縮機構の吐出温度が予
め定められた利用側熱交換器から流出する利用側流体温度の目標温度よりある一定温度差
以上高くなれば、前記所定時間を終了したと判定するものであり、不必要に低い目標膨張
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機構回転数で運転を行う時間を短縮でき、さらに起動時間を短縮しつつ安定した冷凍サイ
クル装置の起動が実現できる。
【００３０】
　第１２の発明は、第１～１１のいずれかの発明の制御方法を用いた冷凍サイクル装置で
あり、安定した起動、および、運転をおこなうことが可能な冷凍サイクル装置が実現でき
る。
【００３１】
　第１３の発明は、第１２の発明において、特に、冷媒を二酸化炭素としたものであり、
この場合には高圧側圧力が上昇しやすく、安定した冷凍サイクル装置の運転が実現できる
効果が、特に大きい。
【００３２】
　以下、本発明の実施の形態について、図面を参照しながら説明する。なお、この実施の
形態によって本発明が限定されるものではない。例えば、以下の実施の形態では、給湯機
を例にとり説明するが、本発明が給湯機に限定されるものではなく、空気調和機などであ
ってもよい。
【００３３】
　（実施の形態１）
　本発明の第１の実施の形態における冷凍サイクル装置の制御方法を、図１に概略構成図
を示す冷凍サイクル装置を用いて説明する。図１の冷凍サイクル装置は、電動機１により
駆動される圧縮機構２、利用側熱交換器としての放熱器３の冷媒流路、発電機４により動
力回収される膨張機構５、熱源側熱交換器としての蒸発器６などからなり、冷媒として例
えばＣＯ２冷媒が封入されている冷媒回路Ａと、利用流体搬送手段としての給水ポンプ７
、放熱器３の流体流路、および給湯タンク８などからなる流体回路Ｂとから構成されてい
る。
【００３４】
　さらに、この冷凍サイクル装置は熱源流体搬送手段としての送風装置９を備えており、
送風装置９は、蒸発器６に熱源流体（例えば、外気）を送風する。また、電動機１の回転
数を制御する圧縮機構制御手段１０、発電機４の回転数を制御する膨張機構制御手段１１
を備えている。膨張機構制御手段１１により、冷凍サイクルの状態に応じて膨張機構５の
回転数を適切に変更し、例えば、高圧側圧力、吐出温度などを変更することができる。
【００３５】
　さらに、吐出温度検知手段１２は、圧縮機構２の吐出側から放熱器３の冷媒入口側まで
の冷媒配管上に備えられており、圧縮機構２の吐出温度を検知する。熱源流体入口温度検
知手段としての外気温度検知手段１３は、蒸発器６のフィン等に固定されており、蒸発器
６に流入する外気の温度を検知する。利用流体温度検知手段としての入水温度検知手段１
４は、給湯タンク８の底部から放熱器６の流体入口側までの流体配管上に備えられており
、放熱器６に流入する利用流体（例えば、水）の温度を検知する。電子制御手段１５は、
吐出温度検知手段１２、外気温度検知手段１３、入水温度検知手段１４などからの信号に
より、冷凍サイクルの状態を判断し、圧縮機構制御手段１０、膨張機構制御手段１１など
に指示を与える。
【００３６】
　次に、上述のように構成された冷凍サイクル装置の動作で、特に、外気温度や入水温度
の変化が少ない、あるいは、利用者からの指示がないなど、冷凍サイクルの変化が小さい
場合の動作について説明する。冷媒回路Ａでは、ＣＯ２冷媒を、圧縮機構２で臨界圧力を
越える圧力まで圧縮する。その圧縮された冷媒は、高温高圧状態となり、放熱器３の冷媒
流路を流れる際に、放熱器３の流体流路を流れる水に放熱し冷却される。その後、冷媒は
膨張機構５で減圧され低温低圧の気液二相状態となる。膨張機構５で回収された膨張時の
圧力エネルギーは、発電機４に伝達され、電力として回収される。
【００３７】
　すなわち、膨張時の圧力エネルギーを動力として回収しＣＯＰを向上させることができ



(8) JP 2007-147211 A5 2008.10.23

る。膨張機構５で減圧された冷媒は蒸発器６に供給される。蒸発器６では、冷媒は送風装
置９によって送り込まれた外気によって加熱され、気液二相またはガス状態となる。蒸発
器６を流出した冷媒は、再び、圧縮機構２に吸入される。一方、流体回路Ｂでは、給湯タ
ンク８の底部から給水ポンプ７により放熱器３の流体流路へ送り込まれた利用流体（例え
ば、水）は、放熱器３の冷媒流路を流れる冷媒により加熱され、高温の流体（例えば、お
湯）となり、その高温流体を給湯タンク８の頂部から貯める。このようなサイクルを繰り
返すことにより、本実施例の冷凍サイクル装置は、給湯機として利用できる。
【００３８】
　次に、制御方法について説明する。圧縮機構２、実質的には駆動源である電動機１は、
外気温度検知手段１３、入水温度検知手段１４などが検知した外気温度や入水温度、利用
者等が設定した目標沸上温度（給湯タンクに貯めるお湯の温度、または、放熱器６の流体
出口側温度の目標値）などから電子制御装置１５が算出した回転数（以降、第１目標圧縮
機構回転数と呼ぶ）となるように、圧縮機構制御手段１０により制御されている。
【００３９】
　また、膨張機構５、実質的には発電機４は、図２に示すフローチャートのように、膨張
機構制御手段１１により制御されている。電子制御装置１５は、外気温度検知手段１３、
入水温度検知手段１４などが検知した外気温度や入水温度、利用者等が設定した沸上温度
（給湯タンクに貯めるお湯の温度、または、放熱器６の流体出口側温度）などから、冷凍
サイクルの状態が最適となる目標吐出温度Ｔｄ０を算出する（ステップ１００）。
【００４０】
　この目標吐出温度Ｔｄ０は、圧縮機構２などの構成要素の使用温度上限や圧力上限を越
えないように設定されている。次に、吐出温度検知手段１２により吐出温度Ｔｄを検知す
る（ステップ１１０）。検知した吐出温度Ｔｄが目標吐出温度Ｔｄ０にある一定値ΔＴ１
を加えた値より、大きいか否かを判定する（ステップ１２０）。なお、ΔＴ１は、冷凍サ
イクルの状態の安定性を増すために、吐出温度Ｔｄがある一定の温度範囲となるように加
える微少値である。
【００４１】
　ステップ１２０において、吐出温度ＴｄがＴｄ０＋ΔＴ１より高いと判定された場合に
は、ステップ１３０で、膨張機構５の回転数Ｒｅｘｐが、膨張機構５の使用上限回転数Ｒ
ｅｘｐ＿ｍａｘより、大きいか否かを判定する。膨張機構５の使用上限回転数Ｒｅｘｐ＿
ｍａｘは、膨張機構５や膨張機構制御手段１１の保護するための上限値として設定されて
いる。ステップ１３０において、膨張機構５の回転数Ｒｅｘｐが、使用上限回転数Ｒｅｘ
ｐ＿ｍａｘより小さいと判定された場合には、膨張機構５、および、発電機４の回転数を
ある一定量、増加させるように膨張機構制御手段１１に指示する（ステップ１４０）。こ
れにより、膨張機構５を流通する冷媒量が増加するため、吐出温度Ｔｄや高圧側圧力を低
下させることができる。
【００４２】
　ステップ１２０において、吐出温度ＴｄがＴｄ０＋ΔＴ１より低いと判定された場合に
は、ステップ１５０で、吐出温度Ｔｄが目標吐出温度Ｔｄ０よりある一定値ΔＴ２を減じ
た値より、小さいか否かを判定する。なお、ΔＴ２は、冷凍サイクルの状態の安定性を増
すために、吐出温度Ｔｄがある一定の温度範囲となるように減じる微少値である。ステッ
プ１５０において、吐出温度ＴｄがＴｄ０－ΔＴ２より低いと判定された場合には、ステ
ップ１６０で、膨張機構５の回転数Ｒｅｘｐが、膨張機構５の使用下限回転数Ｒｅｘｐ＿
ｍｉｎより、小さいか否かを判定する。
【００４３】
　膨張機構５の使用下限回転数Ｒｅｘｐ＿ｍｉｎは、膨張機構５や膨張機構制御手段１１
の保護するための下限値として設定されている。ステップ１６０において、膨張機構５の
回転数Ｒｅｘｐが、使用下限回転数Ｒｅｘｐ＿ｍｉｎより大きいと判定された場合には、
膨張機構５、および、発電機４の回転数をある一定量、低下させるように膨張機構制御手
段１１に指示する（ステップ１７０）。これにより、膨張機構５を流通する冷媒量が低下
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するため、吐出温度Ｔｄや高圧側圧力を上昇させることができる。
【００４４】
　ステップ１２０において、吐出温度ＴｄがＴｄ０＋ΔＴ１より低いと判定され、ステッ
プ１５０において、吐出温度ＴｄがＴｄ０－ΔＴ２より高いと判定された場合には、吐出
温度は目標吐出温度Ｔｄ０に近い、ある一定の温度範囲に入っているので、現在の膨張機
構５、および、発電機４の回転数を維持するように膨張機構制御手段１１に指示する（ス
テップ１８０）。
【００４５】
　一方、ステップ１２０において、吐出温度ＴｄがＴｄ０＋ΔＴ１より高いと判定され、
ステップ１３０において、膨張機構５の回転数Ｒｅｘｐが、使用上限回転数Ｒｅｘｐ＿ｍ
ａｘより大きいと判定された場合には、これ以上、膨張機構５の回転数を増加させると信
頼性の低下を招く恐れがあるため、圧縮機構２、および、電動機１の回転数をある一定量
、低下させるように圧縮機構制御手段１０に指示する（ステップ１９０）。これにより、
膨張機構５の使用上限回転数Ｒｅｘｐ＿ｍａｘを越えることなく、吐出温度Ｔｄや高圧側
圧力を低下させることができる。
【００４６】
　ステップ１２０において、吐出温度ＴｄがＴｄ０＋ΔＴ１より低いと判定され、ステッ
プ１５０において、吐出温度ＴｄがＴｄ０－ΔＴ２より低いと判定され、ステップ１６０
において、膨張機構５の回転数Ｒｅｘｐが、使用下限回転数Ｒｅｘｐ＿ｍｉｎより小さい
と判定された場合には、これ以上、膨張機構５の回転数を低下させると信頼性の低下を招
く恐れがあるため、圧縮機構２、および、電動機１の回転数をある一定量、増加させるよ
うに圧縮機構制御手段１０に指示する（ステップ２００）。これにより、膨張機構５の使
用下限回転数Ｒｅｘｐ＿ｍｉｎを越えることなく、吐出温度Ｔｄや高圧側圧力を上昇させ
ることができる。
【００４７】
　以上のステップ１２０から１８０の動作によれば、吐出温度Ｔｄが目標吐出温度の上限
値（Ｔｄ０＋ΔＴ１）を越える場合には、膨張機構５、および、発電機４の回転数を増加
させるように変更し、吐出温度Ｔｄを下げるようにするので、冷凍サイクル装置を保護す
るために圧縮機構２などの運転を停止する必要が無くなり、安定的に冷凍サイクル装置を
運転することができる。また、吐出温度Ｔｄが目標吐出温度の下限値（Ｔｄ０－ΔＴ２）
を下回る場合には、膨張機構５、および、発電機４の回転数を低下させるように変更し、
吐出温度Ｔｄを上げるようにするので、不必要に吐出温度Ｔｄを下げることなく、安定的
に冷凍サイクル装置を運転することができる。なお、以上のステップ１２０から１８０の
動作によって、決定された膨張機構５の目標膨張機構回転数をこれ以降、第１目標膨張機
構回転数と呼ぶ。
【００４８】
　さらに、ステップ１９０から２００の動作によれば、吐出温度Ｔｄが目標吐出温度の上
限値（Ｔｄ０＋ΔＴ１）を越える場合で、膨張機構５の回転数Ｒｅｘｐが、使用上限回転
数Ｒｅｘｐ＿ｍａｘより大きい場合には、膨張機構５、および、発電機４の回転数を増加
させ、吐出温度Ｔｄを下げるかわりに、圧縮機構２、および、電動機１の回転数を減少さ
せ、吐出温度Ｔｄを下げるようにするので、膨張機構５などを保護するために圧縮機構２
などの運転を停止する必要が無くなり、安定的に冷凍サイクル装置を運転することができ
る。
【００４９】
　また、吐出温度Ｔｄが目標吐出温度の下限値（Ｔｄ０－ΔＴ２）を下回る場合で、膨張
機構５の回転数Ｒｅｘｐが、使用下限回転数Ｒｅｘｐ＿ｍｉｎより小さい場合には、膨張
機構５、および、発電機４の回転数を低下させ、吐出温度Ｔｄを上げるかわりに、圧縮機
構２、および、電動機１の回転数を増加させ、吐出温度Ｔｄを上げるようにするので、膨
張機構５などを保護するために圧縮機構２などの運転を停止する必要が無くなり、安定的
に冷凍サイクル装置を運転することができる。
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【００５０】
　なお、上述のステップ１９０から２００の動作を省略しても、ステップ１２０から１８
０の動作による効果を得られることは明らかである。また、ステップ１９０、ステップ２
００のいずれか一方の動作を省略しても、省略しないステップの動作による効果が得られ
ることは明らかである。
【００５１】
　また、ΔＴ１、ΔＴ２は同じ値としてもよいし、異なる値としてもよい。さらに、ΔＴ
１、ΔＴ２のいずれか一方、あるいは、両方を０としてもよい。
【００５２】
　（実施の形態２）
　本発明の第２の実施の形態における冷凍サイクル装置の起動時の制御方法を、図３に示
すタイムチャート、図４に示す膨張機構５の制御のフローチャート、図５に示す圧縮機構
２の制御のフローチャートを用いて説明する。なお、冷凍サイクル装置の概略構成は図１
と同様であるため、説明を省略する。
【００５３】
　利用者からの指示や、予め定められた運転時刻になると、電子制御装置１５により冷凍
サイクル装置の起動が行われる。本実施の形態では、圧縮機構２を起動させる前に膨張機
構５を起動させる。膨張機構５、実質的には発電機４は、図４に示すフローチャートのよ
うに、膨張機構制御手段１１により制御される。電子制御装置１５は、外気温度検知手段
１３により外気温度を検知し（ステップ３００）、入水温度検知手段１４により入水温度
を検知する（ステップ３１０）。検知した外気温度や入水温度などから冷凍サイクル装置
の起動時における膨張機構５の回転数である第２目標膨張機構回転数を算出する（ステッ
プ３２０）。この第２目標膨張機構回転数は、起動時において圧縮機構２や膨張機構５な
どの構成要素の使用温度上限や圧力上限を越えないように、外気温度が高いほど回転数が
高く、入水温度が高いほど回転数が高くなるように、かつ、第１の実施の形態で説明した
第１目標膨張機構回転数より小さい値が設定されている。
【００５４】
　次に、第２目標膨張機構回転数で膨張機構５を運転（起動）する（ステップ３３０）。
さらに、膨張機構５の起動後、所定時間Ｔｅ１経過したかを判定する（ステップ３４０）
。所定時間Ｔｅ１経過していない場合には、ステップ３３０に戻り、第２目標膨張機構回
転数での運転を継続する。一方、所定時間Ｔｅ１経過した場合には、第１の実施の形態で
説明した図２のフローチャートのステップ１００～２００へと進み、第１目標膨張機構回
転数で運転する。
【００５５】
　一方、圧縮機構２、実質的には駆動源である電動機１は、図５に示すフローチャートの
ように、圧縮機構制御手段１０により制御される。電子制御装置１５は、外気温度検知手
段１３により外気温度を検知し（ステップ４００）、入水温度検知手段１４により入水温
度を検知する（ステップ４１０）。検知した外気温度や入水温度などから冷凍サイクル装
置の起動時における圧縮機構２の回転数である第２目標圧縮機構回転数を算出する（ステ
ップ４２０）。この第２目標圧縮機構回転数は、起動時において圧縮機構２や膨張機構５
などの構成要素の使用温度上限や圧力上限を越えないように、かつ、第１の実施の形態で
説明した第１目標圧縮機構回転数より小さい値が設定されている。
【００５６】
　これにより、起動時に圧縮機構２を停止状態から急激に回転数を増加させた場合に生じ
る恐れのある潤滑油が不足するなどの信頼性低下を防止できる。次に、膨張機構５が起動
してから、所定時間Ｔ０経過したかを判定する（ステップ４３０）。所定時間Ｔ０経過し
ていない場合には、ステップ４００に戻り、外気温度、入水温度の検知を更新し、第２目
標圧縮機構回転数の算出を更新する。所定時間Ｔ０経過した場合には、第２目標圧縮機構
回転数で圧縮機構２を運転（起動）する（ステップ４４０）。
【００５７】



(11) JP 2007-147211 A5 2008.10.23

　次に、圧縮機構２の起動後、所定時間Ｔｃ１経過したかを判定する（ステップ４５０）
。所定時間Ｔｃ１経過していない場合には、ステップ４４０に戻り、第２目標圧縮機構回
転数での運転を継続する。一方、所定時間Ｔｃ１経過した場合には、再び外気温度検知手
段１３により外気温度を検知し（ステップ４６０）、入水温度検知手段１４により入水温
度を検知する（ステップ４７０）。検知した外気温度や入水温度などから冷凍サイクル装
置の安定時における圧縮機構２の回転数である第１目標圧縮機構回転数を算出する（ステ
ップ４８０）。
【００５８】
　この第１目標圧縮機構回転数は、冷凍サイクルが比較的安定した場合に、必要な加熱量
が確保できるように設定されている。また、所定時間Ｔｃ１は（所定時間Ｔｅ１－所定時
間Ｔ０）より大きい値が設定されている。次に、圧縮機構２の回転数を第１目標圧縮機構
回転数に変更し運転する（ステップ４９０）。その後、ステップ４６０に戻り、外気温度
、入水温度の検知の更新、第１目標圧縮機構回転数の算出の更新を、定められた制御周期
で繰り返し、他の指示、例えば、冷凍サイクル装置の停止指示まで、第１目標圧縮機構回
転数での運転を継続する。
【００５９】
　以上の動作によれば、図２に示すタイムチャートのように、膨張機構５が外気温度、入
水温度から算出された第２目標膨張機構回転数で起動した後、所定時間Ｔ０経過後、圧縮
機構２が外気温度、入水温度から算出された第２目標圧縮機構回転数で起動する。このた
め、圧縮機構２の起動の際に、膨張機構５が停止しているために急激に高圧側圧力が上昇
するなどの不具合が生じることなく、安定した冷凍サイクル装置の起動が実現できる。ま
た、第２目標膨張機構回転数は外気温度、入水温度に応じて、高圧側圧力が上昇しやすい
状態ほど、回転数が大きくなるように設定されているので、さらに、急激な高圧側圧力の
上昇を防止でき、安定した冷凍サイクル装置の起動が実現できる。
【００６０】
　また、圧縮機構２の起動後、所定時間Ｔｃ１経過すると、圧縮機構２の回転数は、外気
温度、入水温度から算出された第１目標圧縮機構回転数に増加するが、膨張機構５の起動
後、所定時間Ｔｅ１経過した時点で、膨張機構５の回転数は、第１の実施の形態で説明し
た第１目標膨張機構回転数へと予め増加する。このように、圧縮機構２の回転数が増加す
るより前に、膨張機構５の回転数が予め大きくなるように設定しているため、圧縮機構２
の回転数が増加する際の急激な高圧側圧力の上昇を防止でき、安定した冷凍サイクル装置
の起動が実現できる。
【００６１】
　なお、本実施の形態では、圧縮機構２の回転数を増加させる前に、膨張機構５の回転数
を増加させるものとして説明したが、圧縮機構２の回転数を増加させると同時に、膨張機
構５の回転数を増加させる（すなわち、Ｔ０を０とする）場合でも同様の効果が得られる
。
【００６２】
　また、本実施の形態では、第１目標膨張機構回転数、第２目標膨張機構回転数などは、
外気温度と入水温度とに応じて決定するものとしているが、いずれか一方の温度に応じて
決定するものとしてもよい。
【００６３】
　また、本実施の形態では、冷凍サイクルの変化が小さい場合での圧縮機構２の目標回転
数である第１目標圧縮機構回転数、および、膨張機構５の目標回転数である第１目標膨張
機構回転数に到達する以前に、それらより小さい回転数に設定された第２目標圧縮機構回
転数、および、第２目標圧縮機構回転数を設けているが、第１目標圧縮機構回転数、およ
び、第１目標膨張機構回転数に到達する以前の区間を、複数の区間に分けて、段階的に目
標圧縮機構回転数、および、目標膨張機回転数を変化させるように、複数の第２目標圧縮
機構回転数、および、第２目標膨張機構回転数を設けてもよい。
【００６４】
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　（実施の形態３）
　本発明の第３の実施の形態における冷凍サイクル装置の起動時の制御方法を、図６に示
すタイムチャート、図７に示す膨張機構５の制御のフローチャートを用いて説明する。な
お、冷凍サイクル装置の概略構成は図１と同様であるため、説明を省略する。また、圧縮
機構２の制御方法は第２の実施の形態と同様であるため、説明を省略する。
【００６５】
　利用者からの指示や、予め定められた運転時刻になると、電子制御装置１５により冷凍
サイクル装置の起動が行われる。本実施の形態では、圧縮機構２を起動させる前に膨張機
構５を起動させる。膨張機構５、実質的には発電機４は、図７に示すフローチャートのよ
うに、膨張機構制御手段１１により制御される。電子制御装置１５は、外気温度検知手段
１３により外気温度を検知し（ステップ５００）、入水温度検知手段１４により入水温度
を検知する（ステップ５１０）。検知した外気温度や入水温度などから冷凍サイクル装置
の起動時における膨張機構５の回転数である第２目標膨張機構回転数を算出する（ステッ
プ５２０）。この第２目標膨張機構回転数は、起動時において圧縮機構２や膨張機構５な
どの構成要素の使用温度上限や圧力上限を越えないように、外気温度が高いほど回転数が
高く、入水温度が高いほど回転数が高くなるように、かつ、第１の実施の形態で説明した
第１目標膨張機構回転数より小さい値が設定されている。
【００６６】
　次に、第２目標膨張機構回転数で膨張機構５を運転（起動）する（ステップ５３０）。
さらに、膨張機構５の起動後、所定時間Ｔｅ２経過したかを判定する（ステップ５４０）
。所定時間Ｔｅ２経過していない場合には、ステップ５３０に戻り、第２目標膨張機構回
転数での運転を継続する。一方、所定時間Ｔｅ２経過した場合には、外気温度検知手段１
３により外気温度の検知を更新し（ステップ５５０）、入水温度検知手段１４により入水
温度の検知を更新する（ステップ５６０）。
【００６７】
　検知した外気温度や入水温度などから冷凍サイクル装置の起動時における膨張機構５の
回転数である第３目標膨張機構回転数を算出する（ステップ５７０）。この第３目標膨張
機構回転数は、起動時において圧縮機構２や膨張機構５などの構成要素の使用温度上限や
圧力上限を越えないように、外気温度が高いほど回転数が高く、入水温度が高いほど回転
数が高くなるように、かつ、第１の実施の形態で説明した第１目標膨張機構回転数より大
きい値に設定されている。
【００６８】
　次に、第３目標膨張機構回転数で膨張機構５を運転する（ステップ５８０）。さらに、
膨張機構５の起動後、所定時間Ｔｅ３経過したかを判定する（ステップ５９０）。所定時
間Ｔｅ３経過していない場合には、ステップ５５０に戻り、再び、外気温度や入水温度の
検知の更新と第３目標膨張機構回転数の演算を行った後、第３目標膨張機構回転数での運
転を継続する。一方、所定時間Ｔｅ３経過した場合には、第１の実施の形態で説明した図
２のフローチャートのステップ１００～２００へと進み、第１目標膨張機構回転数で運転
する。
【００６９】
　以上の動作によれば、図６に示すタイムチャートのように、膨張機構５が外気温度、入
水温度から算出された第２目標膨張機構回転数で起動した後、所定時間Ｔｅ３経過すると
、膨張機構５の回転数は、第１の実施の形態で説明した第１目標膨張機構回転数へと増加
する。しかし、所定時間Ｔｅ３経過する以前の所定時間Ｔｅ２経過した時点で、膨張機構
５の回転数は、第２目標膨張機構回転数より大きい値に設定された第３目標膨張機構回転
数で運転されるので、膨張機構５の回転数が、第２目標膨張機構回転数から第１目標膨張
機構回転数へと増加する際の急激な高圧側圧力の変化を防止でき、起動時間を短縮しつつ
安定した冷凍サイクル装置の起動が実現できる。
【００７０】
　また、本実施の形態では、第３目標膨張機構回転数は、外気温度と入水温度とに応じて
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決定するものとしているが、いずれか一方の温度に応じて決定するものとしてもよい。
【００７１】
　（実施の形態４）
　本発明の第４の実施の形態における冷凍サイクル装置の起動時の制御方法を、図８に示
す膨張機構５の制御のフローチャートを用いて説明する。図８において、図７と同じ制御
ステップについては、同一の番号を付し、説明を省略する。また、冷凍サイクル装置の概
略構成は図１と同様であるため、説明を省略する。さらに、圧縮機構２の制御方法は第２
の実施の形態と同様であるため、説明を省略する。
【００７２】
　ステップ５８０において第３目標膨張機構回転数で膨張機構５を運転し、さらに、膨張
機構５の起動後、所定時間Ｔｅ３経過したかを判定する（ステップ５９０）。所定時間Ｔ
ｅ３経過していない場合には、吐出温度検知手段１２により吐出温度Ｔｄを検知する（ス
テップ６００）。目標吐出温度Ｔｄ０と検知した吐出温度Ｔｄの差がある一定値ΔＴ３よ
り小さいか否かを判定する（ステップ６１０）。なお、第１の実施の形態と同様に、目標
吐出温度Ｔｄ０は、外気温度や入水温度、利用者等が設定した目標沸上温度（給湯タンク
に貯めるお湯の温度、または、放熱器６の流体出口側温度の目標値）などから、冷凍サイ
クルの状態が最適となるように設定されており、ΔＴ３は、吐出温度Ｔｄが目標吐出温度
Ｔｄ０に近づいたことを判定するための微少値である。
【００７３】
　ステップ６１０において、目標吐出温度Ｔｄ０と検知した吐出温度Ｔｄの差がある一定
値ΔＴ３より大きいと判定された場合には、吐出温度Ｔｄは目標吐出温度Ｔｄ０に十分に
近づいていないので、ステップ５５０に戻り、再び、外気温度や入水温度の検知の更新と
第３目標膨張機構回転数の演算を行った後、第３目標膨張機構回転数での運転を継続する
。一方、目標吐出温度Ｔｄ０と検知した吐出温度Ｔｄの差がある一定値ΔＴ３より小さい
と判定された場合には、吐出温度Ｔｄは目標吐出温度Ｔｄ０に十分に近づいているので、
第１の実施の形態で説明した図２のフローチャートのステップ１００～２００へと進み、
吐出温度を目標吐出温度に近づけるような膨張機構５の回転数である第１目標膨張機構回
転数で運転する。
【００７４】
　また、ステップ５９０において、所定時間Ｔｅ３経過したと判定された場合にも、第１
の実施の形態で説明した図２のフローチャートのステップ１００～２００へと進み、第１
目標膨張機構回転数で運転する。
【００７５】
　以上の動作によれば、所定時間Ｔｅ３を経過していなくても、吐出温度Ｔｄが目標吐出
温度Ｔｄ０に近づいた場合には、所定時間Ｔｅ３を経過した場合と同様に、次の目標膨張
機構回転数に移行するものである。すなわち、吐出温度Ｔｄが目標吐出温度Ｔｄ０に近づ
いた場合には、所定時間Ｔｅ３を経過したものとみなすものである。
【００７６】
　このような動作によれば、所定時間Ｔｅ３経過する以前であっても、吐出温度Ｔｄが目
標吐出温度Ｔｄ０に近づいた場合には、膨張機構５の回転数は、第１目標膨張機構回転数
に移行するので、不必要に第３目標膨張機構回転数で運転を行う時間を短縮でき、さらに
起動時間を短縮しつつ安定した冷凍サイクル装置の起動が実現できる。
【００７７】
　なお、本実施の形態では、吐出温度Ｔｄが目標吐出温度Ｔｄ０に近づいた場合には、所
定時間Ｔｅ３を経過したものとみなすものとしたが、利用側熱交換器である放熱器３から
流出する利用側流体出口温度（すなわち、沸上温度）が、予め定められた利用側流体出口
温度の目標温度（すなわち、目標沸上温度）に近づけば、所定時間Ｔｅ３を経過したもの
とみなすものとしてもよい。あるいは、吐出温度Ｔｄが予め定められた目標沸上温度より
ある一定温度差以上高くなれば、所定時間Ｔｅ３を経過したものとみなすものとしてもよ
い。また、ΔＴ３は０としてもよい。
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【００７８】
　さらに、第２から第３の実施の形態における所定時間Ｔｅ１、Ｔｅ２、Ｔｃ１などにお
いても、吐出温度Ｔｄが目標吐出温度Ｔｄ０に近づいた場合や、沸上温度が目標沸上温度
に近づいた場合や、吐出温度Ｔｄが目標沸上温度よりある一定温度差以上高くなった場合
にも、それぞれの所定時間を経過したとみなすようにしてもよい。
【００７９】
　また、冷媒がＣＯ２冷媒の場合には、高圧側圧力は凝縮温度に依存しない超臨界状態で
の圧力となるために、高圧側圧力が上昇しやすいが、以上の本実施の形態によれば、機器
を保護するために圧縮機構の運転を停止することなく、安定した冷凍サイクル装置の運転
が実現できる。
【産業上の利用可能性】
【００８０】
　本発明の冷凍サイクル装置の制御方法およびそれを用いた冷凍サイクル装置は、膨張機
構を備えた冷凍サイクル装置において、適切に膨張機構の回転数を制御し、冷凍サイクル
装置を安定して運転させることが可能となるため、膨張機構を備えた給湯機、空気調和機
などの用途に適用できる。
【図面の簡単な説明】
【００８１】
【図１】本発明の実施の形態１～４における冷凍サイクル装置を示す構成図
【図２】本発明の実施の形態１における膨張機構の制御のフローチャート
【図３】本発明の実施の形態２における制御のタイムチャート
【図４】本発明の実施の形態２における膨張機構の制御のフローチャート
【図５】本発明の実施の形態２における圧縮機構の制御のフローチャート
【図６】本発明の実施の形態３における制御のタイムチャート
【図７】本発明の実施の形態３における膨張機構の制御のフローチャート
【図８】本発明の実施の形態４における膨張機構の制御のフローチャート
【符号の説明】
【００８２】
　１　電動機
　２　圧縮機構
　３　利用側熱交換器（放熱器）
　４　発電機
　５　膨張機構
　６　熱源側熱交換器（蒸発器）
　７　利用流体搬送手段（給水ポンプ）
　８　給湯タンク
　９　熱源流体搬送手段（送風装置）
　１０　圧縮機構制御手段
　１１　膨張機構制御手段
　１２　吐出温度検知手段
　１３　外気温度検知手段
　１４　入水温度検知手段
　１５　電子制御手段１５
　Ａ　冷媒回路
　Ｂ　流体回路
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